
上山市告示第２１号 

令和７年度上山市高齢者施設等物価高騰対策支援金交付要綱を次のように定める。 

令和８年２月１７日 

 

 

上山市長 山 本 幸 靖   

 

 

令和７年度上山市高齢者施設等物価高騰対策支援金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市長は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）又は老人福祉法（昭和３８年

法律第１３３号）に規定する施設又はサービスを行う事業所（国、独立行政法人、地

方公共団体若しくは地方独立行政法人（以下「国等」という。）が設置するもの又は

国等の事業（委託によるものを含む。）であるもののうち、国等から指定管理料、業

務委託料その他これらに類する財政的支援を受けているものを除く。以下「対象施設

等」という。）が受けるエネルギー価格、食材料費等の物価の高騰の影響を軽減し、

安心で質の高い福祉サービスの安定的な提供を図るため、対象施設等を市内で運営す

る者に対し、上山市補助金等の交付並びに適正化に関する規則（昭和３７年規則第 

１１号。（以下「規則」という。））及びこの要綱の定めるところにより、予算の範

囲内で令和７年度上山市高齢者施設等物価高騰対策支援金（以下「支援金」とい

う。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 支援金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は令和

８年２月１日現在において、対象施設等を市内で運営し、支援金の受領後も事業を継

続する者とする。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１） 対象施設等と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に

規定する施設又はサービスを行う事業所を一体的に運営し、「令和７年度上山市

障害者施設等物価高騰対策支援金」の交付を受け、又は受けようとする者 

（２） 支援金を交付することについて、市長が不適当と認めた者 

（支援金の額） 

第３条 支援金の額は、別表のとおりとする。 

（交付の申請） 

第４条 支援金の交付の申請をしようとする交付対象者は、市長が別に定める日まで 

に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

（１） 令和７年度上山市高齢者施設等物価高騰対策支援金交付申請書（様式第１号） 

（２） 誓約・同意書（様式第２号） 

（３） 支援金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面（金融機関



名、店名、店番号、口座種別、口座番号及び口座名義人（カタカナ名義を含

む。）が記載されたページ）の写し 

（４） その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第５条 市長は、支援金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の

審査により、当該申請に係る支援金を交付すべきものと認めたときは、速やかに支援

金の交付の決定を行うものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、支援金の

交付の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の交付を決定することがある。 

（決定の通知） 

第６条 市長は、支援金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれ

に付した条件を支援金の交付の申請をした交付対象者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第７条 規則第１４条の規定にかかわらず、第４条で定める申請書の提出をもって、規

則第１４条の規定による実績報告に代えるものとする。 

（支援金の額の確定通知） 

第８条 規則第１５条の規定にかかわらず、第６条の規定による交付決定通知をもっ 

て、規則第１５条の規定による支援金の額の確定通知に代えるものとする。 

（支援金の支払） 

第９条 市長は、第５条の交付の決定後速やかに、交付対象者に支援金を支払うものと

する。 

（決定の取消し） 

第１０条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当することが判明したとき 

は、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき 

（２） この要綱に違反する行為があったとき 

（３） 支援金の交付の目的に著しく反する行為があったとき 

（支援金の返還） 

第１１条 市長は、支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る

部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる

ものとする。 

（関係書類の保管） 

第１２条 交付対象者は、申請に係る証拠書類を、支援金の交付を受けた年度の翌年度

から起算して５年間整理保管しておかなければならない。 

（雑則） 

第１３条 この要綱の運用に関し必要となる事項は、市長が別に定めるものとする。 

附 則 

この要綱は、令和８年２月１８日から施行する。 



別表 

区分 対象施設等 一の対象施設等当たり 

の支援金の額 

区分１ 介護老人福祉施設 

地域密着型介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護医療院 

認知症対応型共同生活介護事業所 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

令和８年２月１日現在の定

員（併設する短期入所生活

介護事業又は期入所療養介

護事業所の定員を含む。以

下同じ。）に１０，０００

円を乗じて得た額（ただ

し、定員が２９人以下であ

るものは、一律３００， 

０００ 円 

区分２ 有料老人ホーム 

サービス付き高齢者向け住宅 

通所介護事業所 

地域密着型通所介護事業所 

通所リハビリテーション事業所 

認知症対応型通所介護事業所（共用型を除

く。） 

短期入所生活介護事業所（単独型に限る。） 

短期入所療養介護事業所（単独型に限る。） 

小規模多機能型居宅介護事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

一律１２０ ，０００ 円 

区分３ 訪問介護事業所 

訪問入浴介護事業所 

訪問看護事業所 

訪問リハビリテーション事業所 

夜間対応型訪問介護事業所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

居宅介護支援事業所 

福祉用具貸与事業所 

特定福祉用具販売事業所（福祉用具貸与事業

所と一体的に運営されているものを除く。） 

一律９０ ，０００ 円 

備考 

１ 同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設又は地域密着型介

護老人福祉施設が併設されている場合は、各々の定員を合算した上で１施設とみな 

す。 

２ 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅と同一建物に併設している区分２



及び区分３の事業所は、対象外とする。 

３ 医療みなし指定事業所（健康保険法（大正１１年法律第７０号）の指定保険医療機

関が介護保険法第７１条の指定を受けたとみなされた訪問看護事業所、訪問リハビリ

テーション事業所及び通所リハビリテーション事業所）は、対象外とする。 

 


